
 

図 4-2-1【管理不全空家等及び特定空家等に対する措置等のフロー】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助言・指導 
（特措法第２２条第 1項） 

特定空家等の判断 

代執行
※３

 
（特措法第 22条第 9項） 

事前通知 
（特措法第 22条第 4項） 

指導 
（特措法第13条第1項） 

 

立入調査通知 
（特措法第 9条第 3項） 

立入調査 
（特措法第 9条第２項） 

意見書提出、意見聴取 
（特措法第 22条第 6～8項） 
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※1

 
（特措法第13条第２項） 
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※１ ・勧告を行ったとき固定資産税及び都市計画税の住宅用地特例を解除 
※２ ・正当な理由なく勧告に係る措置をしないとき命令を措置 
※３ ・命令を履行しないとき、履行が十分でないとき代執行を措置 
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（特措法第 22条第 3項） 

略式代執行 
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条第10項） 

勧 告
※1

 
（特措法第 22条第 2項） 

管理不全空家等の判断 

公告 
（特措法第 22
条第 10項） 

適切に管理されていない状態の
空家等の相談 

（市民や地域による情報提供等） 

職員等による現地確認 
（特措法第 9条第 1項） 

 

所有者等の調査 
（特措法第 10条） 

外観目視による老朽危険度 

B、C、Dランク 

Ａランクのうち改善のあるもの 

Aランク（危険度が高く解体の必要性が高い）のうち 

泉佐野市空家等
対策協議会 

緊急代執行 
（特措法第 22
条第11項） 
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情報提供、助言・必要な援助 
（特措法第 12条） 

外観目視による老朽危険度判定 

←１２条助言指導による改善がないとき 
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管理不全空家等に対する措置等のフロー
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